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私立大学図書館協会 2025 年度第 2 回西地区部会役員会議事要録 

 

根 拠 :会則第 32 条第 2 項 

日 時 : 2025 年 6 月 9 日（月）10:00～11:08 

方 法 : WEB 会議  

出 席：別紙のとおり 

陪 席：別紙のとおり 

 

定足数に達したため、部会長校図書館長が議長となり開会を宣して議題の審議に移った。 

 

1. 審議事項 

1-1 西地区部会総会資料について 

  議長から、総会資料についての説明があり、次いで部会長校事務局から、資料に基づき

以下のとおり、第 1 回役員会資料からの追記および修正を行ったことについて報告があ

った。 

 ・総会資料の 24 ページ２.協議事項 2.1.1『会議の開催』③2026 年度研究会運営委員会に

委員長に福岡大学、委員に当番校大阪電気通信大学、阪神地区協議会理事校大阪体育大

学、幹事校帝塚山学院大学を追記。④西地区部会スリム化検討委員会 2025 に「委員会

としては設置しない。スリム化の提案があれば適宜役員会、臨時役員会で協議する」を

追記。  

・30 ページ 3.確認事項 3.4『2025・2026 年度協会研究大会当番校』に 2026 年度崇城大

学（九州地区）を追記。 

・32 ページ 4.1『 私図協会長校、総会・研究大会当番校および西地区部会長校、監事校、

研究会当番校』の 2026 私図協総会・研究大会当番校に崇城、西地区部会 2028 研究会

当番校に（中四）就実、2029・2030 西地区部会部会長校に（中四）岡山理科を追記。 

・33 ページ 4.2『西地区部会地区協議会理事校および研究会幹事校』の 2029・2030 阪神

地区協議会理事校に兵庫医科、2029 研究会幹事校に神戸松蔭、2030 研究会幹事校に姫

路、2029・2030 中国・四国地区協議会理事校に環太平洋を追記。 

・34 ページ 4.3『私図協 3 委員会委員選出校』の協会賞審査委員会の 2017・2018 愛知

学院と 2019・2020 愛知学院を愛知工業に修正。研究助成委員会 2027・2028 の会長

校・次期会長校に（京都）、西地区部会長校に大阪商業（阪神）、次期部会長校に岡山理

科（中国・四国）、理事校ローテ（地区）に（阪神）を追記。 

・35 ページ 4.4『私図協会報担当校』の 2013-2014 関西学院を立命館に修正。2027・2028

会報担当校に東地区と会報号数を追記。 

・36～38 ページに承合事項の報告を追加。 

 また、第 1 回役員会資料からの削除項目は、『2025 年度西地区部会総会・承合事項提案

実施要項（案）』、『私図協西地区部会における「部会活動費」執行ガイドラインについて
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（案）』及び『2025 年度第 1 回西地区部会研究会運営委員会議事要録』である。 

なお、館名変更情報については、私図協の総会、各地区協議会で報告されるため次年度

以降部会総会資料には掲載しない。 

この件について、監事校中部大学から、館名変更は会長校へ直接報告された上で、私図

協総会会務報告で一括報告されるため、事務業務削減と齟齬を防ぐ観点で、西地区部会総

会での報告は省略してもよいのではないかとの発言があった。 

  以上、総会資料の追記・修正及び削除項目について、審議の結果、異議なく承認された。 

 

 1-2 私立大学図書館協会西地区部会長校会務に係る引継ぎ文書の保存期間に関する申合

せ(案）について 

  議長から、私立大学図書館協会西地区部会長校会務に係る引継ぎ文書の保存期間に関

する申合せ（案）について説明があり、次いで部会長校事務局から、資料に基づき以下の

とおり提案があった 

部会長校に引き継がれる引継ぎ文書の保存期間に関する申合せ等がないため、文書の

廃棄ができず膨大な量になっている。今般事務局において資料 2 のとおり「保存期間に

関する申合せ（案）」を作成し、保存期間を 6 年と規定する。なお、この申合せは、2025

年（令和 7 年）6 月 9 日 から施行する。監事校中部大学から、HP 掲載の電磁記録の取

扱いについての質問があり、事務局から、ＨＰに年次で掲載している議事録等ではなくＣ

Ｄ、ＤＶＤ、カセット等現物資料である旨説明があった。 

  以上、私立大学図書館協会西地区部会長校会務に係る引継ぎ文書の保存期間に関する

申合せ(案）について、審議の結果、異議なく承認された。 

 

 1-3 私立大学図書館協会西地区部会長校の会務に係る印鑑の取扱いについて（案） 

    議長から、私立大学図書館協会西地区部会長校の会務に係る印鑑の取扱い（案）につい

て説明があり、次いで部会長校事務局から、資料に基づき以下のとおり提案があった。  

  事務局では引き継がれた印鑑の取扱いについて、引継ぎ資料の領収書等を調べたとこ

ろ押印されているものは私印や各大学の公印が使用されていた。この件について、部会長

校の弁護士に相談したところ、印紙不要の領収書には押印不要で、相手方の要望等で押印

の必要が生じても、私印で足りるとのことで領収書に公印を押す必要はなく、公印を処分

する方針であっても法的な支障が生じる可能性はないと考えるとの回答があった。つい

ては、この引き継がれた印鑑は規程がなく公印として取り扱うにも疑議が生じるため、役

員会にて印鑑の廃棄を提案する。 

  本件に関し、阪神地区協議会理事校大阪体育大学から、届出文書等に各地区協議会では

協議会の印鑑が押印され、部会では私印が押印されると地区協議会と部会が揃っていな

いことに危惧するとの発言があった。監事校中部大学からは、公印登録も印影登録もされ

ておらず取扱い規程もないため廃棄しても問題はないのではないかとの発言があった。 

  以上、私立大学図書館協会西地区部会長校の会務に係る印鑑の取扱いについて、審議の
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結果、異議なく承認された。 

 

2. 確認事項 

  議長から、役員会・総会終了後の手続き確認等について説明があり、次いで部会長校事

務局から、資料に基づき以下のとおり依頼・報告があった。  

 2-1 役員会・総会終了後の手続き確認 

 ・「2025 年度私立大学図書館協会西地区部会総会開催（ご案内）、2025 年度西地区部会研

究会開催（予告）」を各理事校宛てに送信するので、受信後各加盟館へ配付について依

頼があった。 

・HP に「私立大学図書館協会西地区部会長校の会務に係る引継ぎ文書の保存期間に関す

る申合せ」及び第 2 回役員会議事録を掲載する。総会資料は、6 月 12 日（木）午後 HP

へ掲載する。 

 ・6 月 13 日（金）から 6 月 20 日（金）までの総会期間終了後、総会議事録及び加盟館か

らのご意見等に対する回答案の確認を役員校に依頼する。 

2-2 「2029・2030 年度西地区部会長校の就任依頼」について 

 ・総会資料（32 ページ）の４.1 に記載のとおり、岡山理科大学が推薦されたものとして、

7 月初旬部会長校から正式に 2029・2030 年度西地区部会長校就任を依頼する。 

2-3 2026 年度役員会について 

 ・原則遠隔で年 3 回（4 月、6 月、3 月）開催する。 

2-4 2026 年度総会について 

 ・決算及び監査終了後 6 月中旬頃に開催を予定する。 

2-5 2026 年度研究会運営委員会について 

 ・委員会構成は、2026 年度部会長校福岡大学、研究会当番校大阪電気通信大学、開催地

区理事校大阪体育大学、研究会幹事校帝塚山学院大学となるため、部会長校から、開催

地区理事校の大阪体育大学に研究会開催日、開催方式、発表者等を検討してほしい旨依

頼があった。 

 

3. 報告事項 

 ・西地区部会研究会研究発表者の推薦について 

研究会当番校愛知産業大学から、研究発表者の募集（締切 6/27）を行っているが現時

点で応募者がない旨報告があり、推薦・自己推薦の周知について依頼があった。 

 ・2026 年度私図協総会・研究大会当番校について 

  九州地区協議会理事校久留米大学から、第 1 回役員会で報告があった 2026 年度私図協

研究大会当番校（九州地区選出）について、崇城大学が 5 月 21 日(水)付で研究大会開

催について業者への全面委託を前提に私図協会長校関西学院大学に対して受諾したと

の報告があった。 

   この件に対して、監事校中部大学から、進行等業者へ任せられない場面について西地
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区部会としてどのように関わっていくのかとの質問に対して、事務局から、詳細につい

ては、西地区部会で最終決定する内容でないため回答は控えるが、崇城大学が受諾した

内容を踏まえて当番校の負担軽減のためには、新たな方策・方法を模索しながら実施し

なければと考えているとの発言があった。また、東海地区協議会理事校金城学院大学か

ら、全面委託は私図協総会で承認されたことかとの質問があり、私図協会長校関西学院

大学からは、現時点で状況を把握してないため回答を控えさせていただきたいとのこ

とであった。監事校中部大学から、委託料等は予算書内で示されることとなるため、東

西合同役員会、常任幹事会で検討する案件ではないかとの発言があった。 

 

 ・その他 

   京都地区協議会理事校京都先端科学大学から、2025 年度私図協研究大会当番校は京都

地区協議会から京都女子大学となっており、私図協研究大会で発表した内容のビデオで

あれば西地区部会の研究会に提供できるとの報告があった。また、『地区協議会交付金』

『地区研究会交付金』『地区研究会幹事校交付金』の使途について、明確な決まりがある

のかとの質問に対して、監事校（前部会長校）中部大学から、各地区協議会への交付金

の使途についてこれまで部会長校が配布した交付金に対して決算書提出はされておら

ず、使途についてはこれまでどおり各地区協議会で決めて良いのではないかと発言があ

った。 

     

  

以上 


